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ま
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薩
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内
会
場
で

は
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中
央
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で
午

後

時

分
よ
り
集
会

1

30

を
開
催
し
、
１
０
９
名

が
出
席
し
ま
し
た
。

集
会
後
、
参
加
者
は
川

内
税
務
署
に
集
合
し

て
、
そ
の
場
で
全
員
が

確
定
申
告
書
を
提
出
し

ま
し
た
。

消
費
税

％
増
税
は
中
止
を
！
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民
商
の
新
聞
「
全
国
商
工
新
聞
」
を

お
知
り
合
い
の
方
に
す
す
め
て
く
だ
さ
い
。

毎
週
発
行

購
読
料
は
月
額

５
０
０
円

確
定
申
告
を
誤
っ
た
こ
と
に
気
づ
い
た
ら

「
修
正
申
告
」「
更
正
の
請
求
」
が
で
き
ま
す

確
定
申
告
を
し
た
あ
と
で
、
申
告
漏
れ
が
あ
っ
た
り
、

ま
ち
が
っ
て
税
金
を
多
く
申
告
し
た
な
ど
、
申
告
の
誤
り

に
気
づ
い
た
場
合
に
は
、
申
告
の
や
り

直
し
が
で
き
ま
す
。

申
告
し
た
所
得
や
税
額
が
実
際
よ
り

少
な
か
っ
た
と
き
は
「
修
正
申
告
」
を

し
ま
す
。
所
得
や
税
額
が
多
す
ぎ
た
と

き
は
「
更
正
の
請
求
」
を
し
て
税
金
を

取
り
戻
す
こ
と
も
で
き
ま
す
。

税
金
の
還
付
申
告
は
、
今
で
も
で
き
ま
す
。

サ
ラ
リ
ー
マ
ン
や
パ
ー
ト
労
働
者
で
、
毎
月
の
給
料
か

ら
所
得
税
が
差
し
引
か
れ
て
い
た
人
で
途
中
退
職
し
た
人

は
、
年
末
調
整
が
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
の
で
、
税
務
署
に
確

定
申
告
を
す
る
こ
と
に
よ
り
多
く
の
場
合
は
税
金
が
戻
っ

て
き
ま
す
。
事
業
所
得
な
ど
の
確
定
申
告
は
２
月
１
６
日

か
ら
で
す
が
、
還
付
申
告
は
今
で
も
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

☆
国
民
健
康
保
険
税
な
ど
の
「
社
会
保
険
控

除
証
明
書
」
が
市
役
所
か
ら
ハ
ガ
キ
形
式
で

送
付
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
社
会
保
険
庁

か
ら
「
公
的
年
金
等
の
源
泉
徴
収
票
」
も
届

い
て
い
ま
す
。
確
定
申
告
に
必
要
で
す
か
ら

大
切
に
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。

「
税
金
の
納
入
が
大
変
」

納
税
の
猶
予
制
度
の
活
用
を

消
費
税
が
８
％
に
引
き
上
げ
ら
れ
て
か
ら
初
め
て

の
確
定
申
告
は
、
納
入
額
が
急
激
に
増
え
て
、「
と
て

も
払
い
き
れ
な
い
」
と
悲
鳴
を
上
げ
る
人
が
続
出
し

ま
し
た
。
い
ま
、
民
商
で
は
納
税
相
談
に
応
じ
て
適

宜
分
納
の
手
続
き
を
行
っ
て
い
ま
す
。
一
人
で
悩
ま

ず
に
気
軽
に
相
談
し
て
下
さ
い
。
な
お
、
国
民
健
康

保
険
税
に
も
納
税
猶
予
制
度
が
あ
り
ま
す
。

「年次有給休暇の義務化」4月1日施行
4 月 1 日以降に有給休暇を付与した日から 1 年以内に、5 日につい

ては会社側から取得時期を指定して従業員に有給休暇を取得させなけ
ればならなくなります。すでに有給休暇を請求・取得している従業員
に対しては、会社による時期指定する必要はありませんし、会社側か
ら時期指定することもできません。

会社による有給休暇の時期指定をする場合は、その対象者の範囲、方法等につ
いて就業規則に明記する必要があります。就業規則、5 日以上の有給休暇取得に
違反した場合は罰則が科せられる場合があります。

重税反対全国統一行動川内集会


